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【要確認】 

 

★項目ページの順番で一時保存することができます。保存期間は３０日間です 

 

★松江市に住民票がない方（保護者と申し込むこども）が、松江市に住民票のある方用

で申請した場合は、「不備あり」として「差し戻し」をします。正しいサイトへアクセ

スしてください。 

　（例）父だけが単身赴任中で市外に住所がある場合：父のマイナンバーが必要になるため 

「松江市に住民票がない方」にアクセス。 

 

★サイトからのメールに記載の URL にアクセスすると対応ステータスが確認できます。

対応ステータスが「完了」となったら手続き終了です。対応ステータスが「受付済」

「処理中」「差し戻し」の場合は、手続きは終了していません。（Ｐ６参照） 

　 

★閉庁日にスマート申請で申込をした場合の提出書類の確認は、翌開庁日以降になります。 

 

★「差し戻し」になり再申込が締切日までに間に合わない場合は、不受理となります。 

 

★申込後に希望施設を変更する場合など、申込内容を変更する場合は「入所申込の変更

（変更届⑨）」から変更申込みをしてください。 

 

★きょうだい同時に申込をする場合は、こどもごとにスマート申請をしてください。 

 

★新年度 4 月と現年度 2 月または 3 月入所の併願する場合は、4 月用と現年度用の両方

のスマート申請をしてください。（コピーは利用できません。） 

 

●バージョンアップのためにシステムメンテナンスを行う場合があります。その際は入力情

報のコピーができなくなりますのでご了承ください。（ログイン情報・履歴は残ります） 

●入所申込変更⑨など申込の種類が違う場合は、入力情報のコピーはされません。 

松江市保育所幼稚園課　0852-55-5312  R６.１1.1９

締切日の１７時１５分までに送信だけでなく保育所幼稚園課が内容に不備がないことを確認し

た完了メールが保護者に到着する必要があります。（対応ステータス「完了」）（P6 参照） 

早めの手続きをお願いします

【新規（転園）入所の申込Ⓐ】

注意：４月入所の申込期間は、窓口とスマート申請で違います

必ず「令和 7 年度入所のてびき」・「入

所申込における重要事項」等の内容を理

解した上で申込を行ってください。 
就労証明書などの証明書類と免許証な

どの本人確認書類を手元に準備してから

ログインしてください。
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（１）松江市に住民票がある方（保護者（父母）と申し込むこども） 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスできたら「ログインして申請に進む」または「メールを認証して申請に進む」を

クリックしてください。 

※「メールを認証して申請に進む」を選択すると、入力情報の一時保存や再申込時に過去

の申込情報（保存期間３０日）をコピーすることができませんので、ご注意ください。 

 

 

Google アカウント、LINE アカウント、メールアドレスでログインのいずれかを選択して 

ログインしてください。 

※ログイン方法の詳細は「ログイン方法について教えてください」のリンクからご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

　ログインしたら「Ｐ６（３）共通の流れ」に進む 

 

 

 

5～3 月 
入所申込用

４月入所 
申込専用
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（２）松江市に住民票がない方（保護者（父母）または申し込むこども） 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスできたら利用規約をお読みのうえ「利用規約に同意する」にチェックして 

「ご利用に必要な物の確認へ進む」をクリックしてください。 

 

 
 
マイナンバーカードの読み取りにアプリのダウンロードが必要になります。 

「アプリのダウンロードへ進む」をクリックしてください。 

※アプリをダウンロード済の方も「アプリのダウンロードへ進む」をクリックしてくださ

い 

 
 

アプリをダウンロードされてない方は二次元コードより電子署名アプリをダウンロードし

て「新規登録またはログインへ進む」をクリックしてください。 

※アプリをダウンロード済の方も「新規登録またはログインへ進む」をクリックしてくだ

さい。 
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案内に従い「新規登録」または「ログイン」をクリックしてください。 

アプリのダウンロード後、もう一度ダウ

ンロード画面が表示される場合がありま

す。 

その時は、再度「アプリのダウンロードへ

進む」をクリックしてください。
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Google アカウント、LINE アカウントでログインするか、Graffer アカウントを作成しログ

インしてください。 
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（３）共通の流れ 

 

申込内容を入力し、保育の必要性を証明する書類と本人証明書類を添付します。 

●申込内容の入力は概ね１５分程度 

●添付書類はＰＤＦ形式に変換して添付、またはスマートフォン等で撮影して添付 

（データは１つのファイルにつき４メガバイトが上限） 

（画像ファイルの拡張子は png, jpg, jpeg, pdf のみ許容） 

 

スマート申請で申込をすると申込内容の送信時にメールが自動配信されます。 

このメール（自動配信）は保育所幼稚園課での受付した旨のメールになります。 

※注意：この時点では申込完了はしていません 

（対応ステータスは「受付済」） 

保育所幼稚園課は申込内容や添付書類を確認します。　　 

不備がある場合は、電話連絡等を行い不備の内容確認をします。再度申込が必要な場合は、

「差し戻し」メールを送付します。 

対応ステータスは「処理中」・「差し戻し」） 

★「差し戻し」となった場合 

その申込自体が不受理となります。届いた通知の URL をクリックし対応ステータスを

確認してください。 

※１「ログインして申請」を行った方は、一度申請した内容をコピーして修正をする

ことができます。「この申請をもとに新規申請」を選択し、修正箇所を訂正した上

で改めて申込を送信してください。（添付書類は再度添付が必要） 

※２「メール認証で申請」を行った方は、初めから再度入力して申込を行ってくださ

い。 

　不備がない場合は、申込完了のメールを送信します　　（対応ステータスが　「完了」） 

 

 

 

 

【よくある質問】 

●受付期間中に取り下げをしたい場合 

（対応ステータスが「受付済」のとき） 

取り下げ希望者は「申請を取り下げる」をクリックしてください。 

（対応ステータスが「処理中」「完了」のとき） 

スマート申請で取下げはできません。まずは保育所幼稚園課へ電話をしてください。 

 

●受付期間後に取り下げをしたい場合 

まずは保育所幼稚園課へ電話をしてください。 

 

●現在は松江市外在住で、松江市に入所希望日までに転入予定の場合 

松江市に住民票がない方用のサイトへアクセスし申込をしてください。 

 

●対応ステータスが「処理中」のままで「完了」にならない場合 

申込内容等の確認には、３日程度お時間をいただきます。 

 

●受付期間中に申込内容を変更したい場合 

「入所申込の変更（変更届⑨）」で手続きをしてください。

迷惑メール対策をしている場合は「noreply@mail.graffer.jp」を受信できるよう設定してください。

ログインが完了したら

※５～３月、４月（２次）入所申込：締切日１７時１５分までに保育所幼稚園課から完了メールが届か 

なければ不受理。 

※４月（１次）入所申込：締切日１７時１５分までに自動配信メールで受付済メールが届かなければ 

不受理となり、「受付済」であっても「差し戻し」となった場合は不受理。 


